
令和７年度第１回品川区特別職報酬等審議会 次第 

日時：令和７年１０月３０日 

        午前１０時００分～ 

場所：本庁舎５Ｆ 第五委員会室 

 
司 会  藤村総務課長 

 
 
１．区長挨拶                   区 長  森澤 恭子 
 
２．委員紹介 
 
３．会長挨拶                   会 長  島崎 妙子 様 
 
４．諮問文手交 
                    

------------------------------------区長、副区長、教育長退室--------------------------------- 
 

５．議  事 議事進行   会 長 
 
（１）諮問文朗読 

 
（２）特別区人事委員会勧告および各区の状況等について  柏原区長室長 
 
①品川区特別職における報酬の改定経緯について-------------------------（資 料 １） 
②令和７年特別区人事委員会勧告の概要-------------------------------------（資 料 ２） 
③特別区人事委員会の勧告等と実施状況-------------------------------------（資 料 ３） 
④２３区特別職報酬等 月額一覧（基本報酬）---------------------------------（資 料 ４） 
⑤２３区特別職報酬等 期末手当一覧------------------------------------------（資 料 ５） 
⑥２３区特別職報酬等 年額一覧------------------------------------------------（資 料 ６） 
⑦令和６年度品川区各会計決算審査意見書（抜粋）--------------------------（資 料 ７） 

 
（３）審議および質疑 



品川区特別職における報酬の改定経緯について 

１．月額報酬 

（１）近年の改定状況 

年度 改定内容 区長給料への影響額(年収) 
令和６年度 ０．８０％ 増額改定 ＋１７２，３１９円 
令和５年度 ０．３０％ 増額改定 ＋５７,０５７円 

令和４年度 
改定見送り（一般職員の初任給

および若年層給与に限り増額改

定のため） 
０円 

令和３年度 改定見送り（一般職員給与と民

間給与との較差が僅少のため） ０円 

令和２年度 改定見送り（一般職員給与と民

間給与との較差が僅少のため） ０円 

令和元年度 
(令和２年１月) ０．５８％ 減額改定 －１３３,４６８円 

平成２９年１２月  ０．１３％ 増額改定 ＋１９,０６７円 

平成２６年４月   ０．８３％ 減額改定 －１８４,９２９円 

平成２２年４月    
０．７９％ 減額改定 
※区長・副区長のみ改定 －１２０,９６０円 

平成１８年４月 １．００％ 減額改定 －２３０,１４１円 

※特別職の月額報酬については、平成２８年度までは「特別区人事委員会勧告」

の状況を勘案し、一般職員の改定率の増減が累積１％を超えた場合に改定し

ていたが、平成２９年度以降は、特別区人事委員会勧告に準拠。 
 
  令和７年特別区人事委員会勧告では、職員の給与が民間給与を 14,860 円

（3.80％）下回っている状況であるため、月例給について若年層に重点を置

きつつ、全ての級および号給で増額改定。 
   特別給（期末勤勉手当）は、年間の支給月数を 0.05 月分引き上げ。 
 
（２）今回の改定方法について 

   特別区人事委員会勧告に準拠し、改定を検討。 

 参考１ 勧告の職員給与と民間給与の差分(3.80％)を引き上げた場合 

       区長 1,152,000 円⇒1,196,000 円（＋44,000 円） 
       議員 609,000 円⇒ 632,000 円（＋23,000 円） 

 参考２ 部長級職員(給料表６級)の最上位号給と同率(3.3％)を引き上げた場合 

       区長 1,152,000 円⇒1,190,000 円（＋38,000 円） 
       議員 609,000 円⇒ 629,000 円（＋20,000 円） 

資料 １ 



２．期末手当 

（１）近年の改定状況 

年度 改定内容 区長給料への影響額（年収） 
令和６年度 ０．１５月 引き上げ改定 ＋２７３，２９１円 
令和５年度 ０．０８月 引き上げ改定 ＋１４５,３７２円 
令和４年度 社会情勢を考慮し改定見送り ０円 
令和３年度 ０．１１月 引き下げ改定 －１９９,８７７円 
令和２年度 ０．０４月 引き下げ改定 －７２,６８７円 
令和元年度 ０．１２月 引き上げ改定 ＋２１９,３９８円 
平成２９年度   ０．０８月 引き上げ改定 ＋１４６,１３８円 
平成２７年度   ０．２８月 引き上げ改定 ＋５１１,４８２円 
平成２２年度    ０．１５月 引き下げ改定 －２７６,４００円 
平成２１年度 ０．２８月 引き下げ改定 －５６７,５９２円 

 
（２）昨年度までの特別職の期末手当改定月数算出方法 

   近年、特別職の期末手当は、一般職に対して行われる「特別区人事委員会勧

告」の状況を勘案し、同程度の改定を行っている。 

  例：令和６年度増額改定の場合 

①一般職員の期末・勤勉手当の増額率 

     当初 4.65 月 ⇒ 4.85 月（＋0.2 月分） 

      0.2÷4.65≒4.3%（増額率） 

   ②特別職は、0.15 月引き上げるとほぼ同率となる。 

      3.58 月×4.3%≒0.15 月 

      3.58 月＋0.15 月＝3.73 月 

           

 ☆２３区の特別職（区長）期末手当支給月数（R7.6.1 現在） 

4.23 月 １区  3.88 月 ２区  3.55 月 １区 

4.20 月 ３区  3.85 月 １区  3.30 月 １区 

4.10 月 ４区  3.80 月 １区  2.99 月 １区 

3.99 月 １区  3.75 月 １区    

3.95 月 １区  3.73 月 １区 品川区   

3.94 月 １区  3.66 月 １区    

3.92 月 １区  3.60 月 １区    

２３区平均 約 3.87 月  城南地区平均 約 3.94 月 
（３）今回の改定方法について 

   特別区人事委員会勧告に準拠し、改定を検討。 

  参考１ ０．０５月分を引き上げた場合   3.73 月⇒3.78 月 
      （一般職と同月数分の引き上げ） 

  参考２ ０．０４月分を引き上げた場合   3.73 月⇒3.77 月 
      （一般職員の引き上げ０．０５月分と同程度の引き上げ） 

   一般職員の年間特別給は4.85月、特別職は3.73月であるため、4.85月に    

対する0.05月分を3.73月に按分すると、 

    0.05×(3.73÷4.85)＝0.03845・・・ ≒ 0.04） 



令和７年特別区人事委員会勧告の概要 
 

１ 公民給与の比較 

（１）職員と民間との給与の比較 

① 特別区、民間双方に共通する事務・技術の職務に従事する民間従業員の４

月の給与について、職員と民間従業員との同種・同等の者同士を比較するこ

とを基本として、主な給与決定要素である役職段階、学歴、年齢を同じくす

る者同士を対比させ、比較している。 

② 民間給与実態調査の内容（令和７年４月） 
区分 内       容 

調査対象規模 企業規模 50 人以上で、かつ、事業所規模 50 人以上の事業所 

事業所数 特別区内の民間 1,162 事業所を調査（調査完了 704 事業所） 

調査実人員 57,494 人 

（２）公民較差 

①公民比較方法の見直しについて 

「厳しい採用環境を踏まえ、有為な人材を確保するため、公務の職務・職責を重視し、

大都市に相応しい、より規模の大きな企業と比較する必要がある」とし、比較対象企業

規模を「50 人以上」から「100 人以上」に引き上げて公民較差を算出している。 

②公民比較の結果  
民間平均給与(事務・技術) 職員平均給与(行(一)事務・技術) 公民較差 

４０６，３２２円 ３９１，４６２円 １４，８６０円 
（３．８０％）  

２ 公民較差・給与の改善等  
区  分 令和７年勧告 令和６年勧告 

公民較差 １４，８６０円（3.80％） １１，０２９円（2.89％） 

月例給改定等 
若年層に重点を置きつつ、

全ての級および号給で引き

上げ 

初任給、若年層に重点を置き

つつ、全ての級および号給で

引き上げ 

民間と比較

した職員 
平均給与 ３９１，４６２円 ３８２，１６３円 

平均年齢 ３８．６歳 ３８．８歳 

全 職 員 数 ５７，４９３人 ５８，１９４人 

期末・勤勉手当 ＋０．０５月 

（4.85 月→4.9 月） 

＋０．２０月 

（4.65 月→4.85 月） 

 

資料 ２ 



月例給
（平均率・額）

期末・勤勉

3.80%
期末・勤勉 国　8．7

（1）期末・勤勉 計0.025
月
（2）月例3.62％

（2）15,014円

14,860円 ０．０５月 都　10.17
（1）期末・勤勉 計0.05月
（2）月例3.24％ （2）13,580円

2.89%
期末・勤勉 国　8．8

（1）期末・勤勉 計0.10月
（2）月例2.76％ （2）11,183円

11,029円 ０．２月 都　10.18
（1）期末・勤勉 計0.20月
（2）月例2.59％ （2）10,595円

0.98%
期末・勤勉 国　8．7

（1）勤勉0.10月
（2）月例0.96％ （2）3,869円

3,722円 ０．１月 都　10.13
（1）勤勉0.10月
（2）月例0.88％ （2）3,569円

0.24%
期末・勤勉 国　8．8

（1）勤勉0.11月
（2）月例0.23％ （2）921円

896円 ０．１月 都　10.12
（1）勤勉0.10月
（2）月例0.20％ （2）828円

△0.02％
期末・勤勉 国　8．10

・期末△0.15月
・月例0.00％ △19円

△94円 △０．１５月 都 10．15
・期末△0.10月
・月例△0.03％ △103円

△0.04%
期末・勤勉

国(1)10．7
    (2)10.28

(1)期末△0.05月
(2)月例△0.04% (2)△164円

△１５７円 △０．０５月
都(1)10.30
　  (2)12.18

(1)期末△0.10月
(2)月例△0.05% (2)△195円

△0.58%
期末・勤勉 国　8．7 0.09% 387円

△２，２３５円 ０．１５月 都 10．16 0.01% 47円

△2.46%
期末・勤勉 国　8．10 0.16% 655円

△９，６７１円 ０．１月 都 10．12 0.03% 108円

0.13%
期末・勤勉 国　8．8 0.15% 631円

５２６円 ０．１月 都 10．6 0.02% 74円

0.15%
期末・勤勉 国　8．8 0.17% 708円

５８４円 ０．１月 都 10．18 0.02% 81円

0.35%
期末・勤勉 国　8．7 0.36% 1,469円

１,４１３円 ０．１月 都 10．16 0.12% 480円

期末・勤勉

R7.10.14
2.90%

12,033円
０．０５月

R7.10.2
2.91%

12,060円
０．０３月

R7.10.6
2.97%

12,694円
０．０６月

R7.10.15
3.33%

13,469円
０．０５月

R7.10.7
3.51%

13,591円
０．０４月

・期末・勤勉
　条例公布
　の日
・月例
　R7.4.1

（1）R7.12月分から
（2）R7.4.1
※いずれも勧告内容
（1）R7.12月分から
（2）R7.4.1
※いずれも勧告内容

国・都の実施
時期

（1）R5.12.1
（2）R5.4.1

（1）R5.12.1
（2）R5.4.1

R6 10.9 ・期末・勤勉
　条例公布
　の日
・月例
　R6.4.1

（1）R6.12.1
（2）R6.4.1

R7

（1）R6.12.1
（2）R6.4.1

10.14

特別区人事委員会の勧告等と実施状況

年次
勧告
月日

区職員の
実施時期

勧告月日
人事院・都人事委員会

勧告

特別区人事委員会勧告

R２ 10.23 ・期末
　R2.11.30
・月例
　見送り

(1)R2.12.1
(2)改定見送り

(1)R2.12.1
(2)改定見送り

29.4.1

改定見送り

R1 10.21
・期末
　R1.11.29
・月例
　R2.1.1

31.4.1

改定見送り

改定見送り

28.4.1

H29 10.11 ２９．４．１

・期末
　R3.12.1
・月例
　見送り

10.20R3

（若年層に重点を置きつつ、緩やかに改定率を逓減させる形で全ての
級号給において引上げ）

（若年層を中心におおむね30歳台までの職員が在職する号給に重点を
置きながら、全ての号給で引上げ）

（概ね30歳台後半までの職員が在職する号給に重点を置いた改定をし
つつ、適切な号給の間差が得られるように調整し、給料表全体の引上
げ）

勧告日

H27 10.13 ２７．４．１

27.4.1

千葉市

10.10

見送り

30.4.1

改定見送り
（初任給のみ1,000円引き
上げ H31.4.1）

相模原市

川崎市

横浜市

（若年層に重点を置きつつ、その他の職員も昨年を大幅に上回る引上
げ）

27.4.1

さいたま市
（初任給を始め若年層が在職する号給に重点を置きつつ、中高年層が
在職する号給も含め、全体的に引上げ）

＜参考＞近隣の政令市の勧告状況（令和７年度）

自治体名

R5 10.11 ・勤勉
　条例公布
　の日
・月例
　R5.4.1

人事委員会勧告
平均率・額

R4 10.11 ・勤勉
　R4.11.28
・月例
　R4.4.1

（1）R4.12.1
（2）R4.4.1

（1）R4.12.1
（2）R4.4.1

H30

H28 10.11

・R3.12.1
・改定見送り

・R3.12.1
・改定見送り

２８．４．１

資料 ３



   ※条例本則 最高額

順位 金　額 順位 金　額 順位 金　額 順位 金　額 順位 金　額 順位 金　額 順位 金　額 順位 金　額

千代田区 1 1,305,000 1 1,042,000 3 922,000 6 939,000 2 820,000 1 690,000 1 658,000 3 627,000 R6.12.1

中央区 8 1,164,000 8 933,000 11 833,000 4 940,000 8 798,000 14 662,000 7 641,000 11 618,000 R7.4.1

港区 2 1,273,100 3 1,023,700 1 951,200 18 919,600 12 794,900 13 662,100 13 634,500 6 622,300 R6.4.1

新宿区 5 1,206,000 5 967,000 5 887,000 1 975,000 1 832,000 2 685,000 2 654,000 1 637,000 R7.1.1

文京区 3 1,270,200 2 1,028,000 2 939,400 10 933,400 6 800,000 18 656,500 19 629,100 20 606,600 R6.4.1

台東区 15 1,151,000 12 925,000 17 793,000 12 930,000 8 798,000 14 662,000 14 634,000 14 611,000 R6.4.1

墨田区 6 1,175,000 6 949,000 6 876,000 3 949,000 3 815,000 5 674,000 5 650,000 2 631,000 R6.12.1

江東区 11 1,157,000 13 924,000 15 809,000 15 924,000 11 796,000 6 671,000 9 639,000 15 610,000 H28.4.1

品川区 13 1,152,000 10 926,000 16 805,000 14 928,000 17 792,000 19 656,000 17 631,000 17 609,000 R6.12.1

品川区長２割減 (23) 921,600 R5.2.1

目黒区 21 1,068,000 21 854,000 21 747,000 20 913,000 8 798,000 11 664,000 14 634,000 21 603,000 R7.1.1

大田区 7 1,168,600 7 937,800 10 839,000 5 939,800 16 792,800 10 665,800 10 638,600 10 619,600 R6.12.1

世田谷区 22 1,061,600 23 817,100 19 771,600 7 937,000 15 793,300 7 670,800 11 638,500 8 621,400 R6.4.1

渋谷区 18 1,123,300 17 918,100 13 824,200 11 930,500 22 776,300 21 651,500 21 628,200 12 617,800 R6.12.1

中野区 4 1,264,600 4 1,015,200 4 889,900 21 909,200 23 770,400 16 660,100 18 630,300 23 600,200 R7.3.1

杉並区 19 1,123,000 19 899,900 20 771,300 23 863,700 20 781,600 23 649,200 23 622,100 22 601,100 R6.11.1

豊島区 23 1,048,300 22 840,600 23 735,300 22 901,100 19 786,700 22 649,300 22 627,900 19 608,700 R6.12.1

北区 9 1,162,000 9 930,700 8 852,300 8 935,500 5 803,000 8 667,600 8 640,200 5 623,000 R7.4.1

荒川区 16 1,146,000 16 920,000 12 832,000 9 934,000 7 799,000 11 664,000 12 636,000 13 613,000 R5.4.1

板橋区 12 1,153,000 13 924,000 9 848,000 15 924,000 14 794,000 20 655,000 20 629,000 17 609,000 R6.4.1

練馬区 14 1,151,600 15 920,900 7 864,200 17 920,900 13 794,300 3 684,100 3 652,700 6 622,300 R6.12.1

足立区 20 1,078,800 20 864,900 22 745,800 2 951,000 4 814,000 4 682,000 4 651,000 9 620,000 H27.4.1

葛飾区 17 1,135,000 10 926,000 14 816,000 13 929,000 21 780,000 9 666,000 6 646,000 4 626,000 R6.12.1

江戸川区 10 1,158,700 18 905,500 18 783,500 19 918,700 18 788,500 17 658,700 16 631,600 16 609,700 R7.1.1

1,160,687 930,104 831,987 928,061 796,426 665,509 638,117 615,943

城南ﾌﾞﾛｯｸ平均 1,114,700 890,600 797,360 929,660 790,480 661,620 634,060 614,160

令和7年6月1日現在

参考１： 勧告の職員給与と民間給与の差分3.8％を引き上げた場合の月額（1,000円未満四捨五入）（下段は増加額）
月額 1,196,000 961,000 836,000 963,000 822,000 681,000 655,000 632,000

増加額 44,000 35,000 31,000 35,000 30,000 25,000 24,000 23,000

参考２： 一般職員部長級（給料表６級）の引き上げ率3.3％を引き上げた場合の月額（1,000円未満四捨五入）（下段は増加額）
月額 1,190,000 957,000 832,000 959,000 818,000 678,000 652,000 629,000

増加額 38,000 31,000 27,000 31,000 26,000 22,000 21,000 20,000

最低額 

区　　長 副委員長 議　　員教　育　長

２３区特別職報酬等　月額一覧(基本報酬）
副  区  長 議　　長 副　議　長

※特例条例による品川区長の月額給２割減額後（R5.2.1～適用）

委　員　長

23区平均

適用年月日（※区長）

資料 ４

（円）



２３区特別職報酬等 期末手当一覧　　※条例本則 最高額 最低額

順位 金　額 順位 金　額 順位 金　額 順位 金　額 順位 金　額 順位 金　額 順位 金　額 順位 金　額

千代田区 1 7,947,450 1 6,345,780 2 5,614,980 4 5,718,510 1 4,993,800 1 4,202,100 1 4,007,220 2 3,818,430 4.20 R7.4.1

中央区 15 6,957,810 15 5,577,007 15 4,979,257 15 5,111,250 16 4,339,125 18 3,599,625 17 3,485,437 16 3,360,375 3.75 R7.4.1

港区 2 7,753,179 2 6,234,333 1 5,792,808 5 5,600,364 4 4,840,941 6 4,032,189 5 3,864,105 5 3,789,807 4.20 R6.12.1

新宿区 21 6,391,558 22 5,124,906 21 4,700,922 23 4,665,375 23 3,981,120 23 3,277,725 23 3,129,390 23 3,048,045 3.30 R6.12.1

文京区 19 6,630,444 19 5,366,160 16 4,903,668 22 4,737,005 22 4,060,000 22 3,331,737 22 3,192,682 22 3,078,495 3.60 (3.50) R6.12.1

台東区 4 7,522,245 4 6,045,245 11 5,182,572 8 5,528,850 6 4,744,110 9 3,935,590 9 3,769,130 8 3,632,395 4.10 R6.12.1

墨田区 11 7,267,046 8 5,869,299 4 5,417,814 11 5,339,074 12 4,585,190 12 3,791,924 13 3,656,900 13 3,550,006 3.88 R6.11.28

江東区 18 6,749,984 18 5,390,652 20 4,719,738 21 4,903,668 21 4,224,372 20 3,560,997 21 3,391,173 21 3,237,270 3.66 R5.4.1

品川区 17 6,849,354 16 5,505,644 19 4,786,224 16 5,019,088 19 4,283,532 21 3,547,976 20 3,412,763 19 3,293,776 3.73 R6.12.1

品川区長２割減 (23) 5,479,483 R5.2.1

目黒区 16 6,858,696 17 5,484,388 18 4,797,234 19 4,964,437 16 4,339,125 17 3,610,500 18 3,447,375 20 3,278,812 3.80 (3.75) R7.1.1

大田区 7 7,432,366 7 5,964,463 8 5,336,090 3 5,750,636 3 4,851,143 3 4,074,030 4 3,907,593 4 3,791,332 3.99 (4.22) R7.4.1

世田谷区 8 7,355,826 9 5,862,692 7 5,346,416 6 5,570,465 8 4,716,168 7 3,987,906 7 3,795,882 6 3,694,223 4.10 R6.4.1

渋谷区 9 7,341,214 6 6,000,150 5 5,386,476 1 5,801,667 5 4,840,230 4 4,062,102 3 3,916,827 1 3,851,983 4.10 (4.30) R6.12.1

中野区 12 7,224,659 12 5,799,837 14 5,083,998 7 5,563,394 9 4,714,077 5 4,039,151 6 3,856,805 7 3,672,623 3.94 (4.22) R7.3.1

杉並区 3 7,714,470 3 6,181,878 9 5,298,455 18 4,984,412 13 4,510,612 14 3,746,532 14 3,590,138 14 3,468,948 4.23 (3.98) R7.4.1

豊島区 6 7,440,833 11 5,824,517 13 5,094,893 12 5,291,709 10 4,619,895 11 3,813,014 10 3,687,342 10 3,574,590 4.20 (4.05) R6.12.1

北区 10 7,316,300 10 5,859,966 6 5,366,336 10 5,358,076 11 4,599,182 10 3,823,679 12 3,666,745 11 3,568,232 3.95 R7.4.1

荒川区 5 7,489,568 5 6,012,568 3 5,437,452 2 5,796,404 2 4,958,594 2 4,120,784 2 3,947,016 3 3,804,278 4.10 (4.28) R6.12.1

板橋区 14 7,075,844 14 5,670,494 10 5,204,090 14 5,158,230 15 4,432,504 16 3,656,536 15 3,511,392 15 3,399,742 3.85 R6.11.29

練馬区 20 6,516,558 20 5,211,096 17 4,890,248 20 4,940,628 20 4,261,419 15 3,670,196 16 3,501,735 17 3,338,639 3.55 (3.70) R6.12.1

足立区 24 5,451,284 23 4,370,426 23 3,768,601 9 5,515,800 7 4,721,200 8 3,955,600 8 3,775,800 9 3,596,000 2.99 (4.00) R6.4.1

葛飾区 13 7,092,024 13 5,786,092 12 5,098,759 13 5,280,436 14 4,433,520 13 3,785,544 11 3,671,864 12 3,558,184 3.92 R6.12.1

江戸川区 22 6,161,740 21 5,191,611 22 4,492,134 17 4,995,431 18 4,287,468 19 3,581,681 19 3,434,325 18 3,315,243 3.88 (4.00) R7.4.1

7,066,976 5,681,705 5,073,877 5,286,735 4,536,406 3,791,614 3,635,636 3,509,627

城南ﾌﾞﾛｯｸ平均 7,167,491 5,763,467 5,130,488 5,421,259 4,606,040 3,856,503 3,696,088 3,582,025
※「期末手当支給率」欄の（ 　）の数値は議長、副議長、委員長、副委員長、議員に適用される期末手当支給率 令和7年6月1日現在

参考１： 月額3.3％増・期末手当0.05月分増の場合の期末手当の金額（下段は増加額）
期末手当 7,170,131 5,766,231 5,013,066 5,256,279 4,483,458 3,716,118 3,573,612 3,447,549

増加額 320,777 260,587 226,842 237,191 199,926 168,142 160,849 153,773

参考２： 月額3.3％増・期末手当0.04月分増の場合の期末手当の金額（下段は増加額）
期末手当 7,151,162 5,750,977 4,999,804 5,242,373 4,471,597 3,706,287 3,564,158 3,438,428

増加額 301,808 245,333 213,580 223,285 188,065 158,311 151,395 144,652

適用年月日
(区長)

期末手当支給月数 ※

3.87

3.94

23区平均

区　　長 副  区  長 教　育　長

※特例条例による品川区長の月額給２割減に伴う期末手当の金額（R5.2.1～適用）

議　　員議　　長 副　議　長 委　員　長 副委員長

資 料 5
（円）



２３区特別職報酬等　年額一覧　　※条例本則適用 最高額 最低額

順位 金　額 順位 金　額 順位 金　額 順位 金　額 順位 金　額 順位 金　額 順位 金　額 順位 金　額

千代田区 1 23,607,450 1 18,849,780 5 16,678,980 3 16,986,510 1 14,833,800 1 12,482,100 1 11,903,220 1 11,342,430

中央区 11 22,601,970 12 18,116,527 13 16,174,777 13 16,391,250 15 13,915,125 17 11,543,625 15 11,177,437 15 10,776,375

港区 5 23,030,379 5 18,518,733 1 17,207,208 9 16,635,564 4 14,379,741 6 11,977,389 5 11,478,105 3 11,257,407

新宿区 9 22,744,918 10 18,237,426 4 16,728,642 14 16,365,375 12 13,965,120 20 11,497,725 22 10,977,390 17 10,692,045

文京区 22 21,872,844 19 17,702,160 12 16,176,468 21 15,937,805 23 13,660,000 23 11,209,737 23 10,741,882 23 10,357,695

台東区 6 22,991,685 6 18,477,245 16 15,840,492 8 16,688,850 7 14,320,110 10 11,879,590 11 11,377,130 11 10,964,395

墨田区 4 23,059,046 2 18,623,859 2 17,191,254 7 16,727,074 5 14,365,190 9 11,879,924 7 11,456,900 7 11,122,006

江東区 18 22,300,064 17 17,809,212 20 15,592,698 19 15,991,668 21 13,776,372 14 11,612,997 17 11,059,173 21 10,557,270

品川区 17 22,332,234 15 17,951,084 19 15,605,424 16 16,155,088 20 13,787,532 22 11,419,976 21 10,984,763 20 10,601,776

品川区長２割減 (23) 17,865,787

目黒区 19 22,237,896 18 17,781,988 21 15,554,034 22 15,920,437 15 13,915,125 16 11,578,500 18 11,055,375 22 10,514,812

大田区 3 23,138,350 3 18,568,495 7 16,612,250 1 17,028,236 6 14,364,743 4 12,063,630 4 11,570,793 4 11,226,532

世田谷区 10 22,642,866 20 17,628,932 11 16,457,456 6 16,814,465 8 14,235,768 5 12,037,506 6 11,457,882 6 11,151,023

渋谷区 14 22,438,366 9 18,339,414 10 16,463,724 4 16,967,667 10 14,155,830 8 11,880,102 8 11,455,227 2 11,265,583

中野区 15 22,399,859 14 17,982,237 17 15,762,798 11 16,473,794 14 13,958,877 7 11,960,351 10 11,420,405 13 10,875,023

杉並区 2 23,144,490 4 18,546,498 15 15,896,117 23 15,348,812 17 13,889,812 18 11,536,932 19 11,055,338 18 10,682,148

豊島区 13 22,536,353 16 17,929,157 18 15,683,213 17 16,104,909 11 14,060,295 15 11,604,614 14 11,222,142 12 10,878,990

北区 7 22,933,580 8 18,368,574 3 16,821,248 10 16,584,076 9 14,235,182 12 11,834,879 12 11,349,145 9 11,044,232

荒川区 8 22,891,808 7 18,377,368 6 16,619,532 2 17,004,404 2 14,546,594 3 12,088,784 3 11,579,016 5 11,160,278

板橋区 12 22,572,164 13 18,089,054 8 16,601,210 15 16,246,230 13 13,960,504 19 11,516,536 16 11,059,392 16 10,707,742

練馬区 20 21,994,062 21 17,587,992 9 16,505,096 20 15,991,428 19 13,793,019 11 11,879,396 13 11,334,135 14 10,806,239

足立区 23 20,986,004 23 16,824,986 23 14,508,121 5 16,927,800 3 14,489,200 2 12,139,600 2 11,587,800 10 11,036,000

葛飾区 16 22,346,424 11 18,231,532 14 16,065,799 12 16,428,436 18 13,793,520 13 11,777,544 9 11,423,864 8 11,070,184

江戸川区 21 21,873,712 22 17,428,851 22 15,116,394 18 16,019,831 22 13,749,468 21 11,486,081 20 11,013,525 19 10,631,643

22,551,153 18,085,700 16,167,954 16,423,466 14,093,519 11,777,718 11,293,045 10,900,949

22,557,942 18,053,983 16,138,578 16,577,179 14,091,800 11,795,943 11,304,808 10,951,945

参考１： 月額3.3％増・期末手当0.05月分増の場合の年額（下段は増加額）
年額 23,163,730 18,628,311 16,195,146 16,764,279 14,299,458 11,852,118 11,397,612 10,995,549

増加額 831,496 677,227 589,722 609,191 511,926 432,142 412,849 393,773

参考２： 月額3.3％増・期末手当0.04月分増の場合の年額（下段は増加額）
年額 23,144,762 18,613,056 16,181,884 16,750,373 14,287,597 11,842,287 11,388,158 10,986,428

増加額 812,528 661,972 576,460 595,285 500,065 422,311 403,395 384,652

23区平均

令和7年6月1日現在
城南ﾌﾞﾛｯｸ平均

※特例条例による品川区長の月額給２割減に伴う年額（R5.2.1～適用）

（円）

区　　長 副　区　長 教　育　長 議　　長 副　議　長 委　員　長 副委員長 議　  員

資料 6



令和6年度

品 川 区 監 査 委 員

品川区各会計決算審査意見書

品川区基金運用状況審査意見書

品川区財政健全化審査意見書

〈抜粋〉

資料７
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第 5 　 付帯意見 

　 1 　 総括意見 

　 令和6年度に実施さ れた施策の概況について意見を述べる 。

　 令和6年度において、 その決算状況（ 執行率） は一般会計ベース で 94.5％（ 令和5年度95.0％）

と なった。 計画と 比較する と 実績が伸びなかった事業はある も のの、 ウ ェ ルビ ーイ ングの視点か

ら の施策を積極的に展開し 、 高い執行実績をあげている と いえる 。

 

　 はじ めに、 重点的かつ緊急的に取り 組んだ施策について述べる 。

　 物価高騰対策の一環と し て、 住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金、 定額減税補足給付

金、 子育て世帯生活支援特別給付金、 ひと り 親世帯臨時特別給付金について、 区民生活およ び区

内経済の安定に向け適宜補正予算を編成し 、 支援を行った。

 

　 次に、 令和6年度に掲げたウ ェ ルビ ーイ ング予算における 重点政策について述べる 。

 

　 ま ず、 重点政策の 1つ目「 安全・ 安心を守る 」 についてである 。

　 はじ めに、 防災対策についてである 。 減災への取組と し て、 木造住宅の耐震診断費用を全額助

成する と と も に、 非木造住宅の耐震診断およ び補強設計費用の助成額の拡充を図った。 ま た、 震

災時の電気火災を抑制する 感震ブレ ーカー設置費用の助成およ び旧耐震基準の木造住宅の除却助

成の対象地域を区内全域に拡大し た。

　 災害用携帯ト イ レ を防災ハンド ブッ ク と あわせて全世帯に無償配布し 、 マンショ ンの防災対策

と し ては、 希望する 共同住宅に対し エレ ベータ ー用防災チェ アの無償提供を行った。 そし て、 首

都直下地震などの大規模災害に備え、 断水時も 水洗ト イ レ と し て使用でき る 自走可能なト イ レ ト

ラ ッ ク を導入し た。 ま た、 女性視点での備蓄品の拡充や避難所運営の見直し を図る と と も に、 ペ

ッ ト の同行避難への対応強化に取り 組んだ。

　 次に、 防犯対策については、 犯罪等のリ ス ク から 区民を守る ため、 個人住宅への防犯カメ ラ ・

録画機能付き ド アホンの設置費用の助成を行った。

　 さ ら に、 感染症対策等と し て、 65歳以上の区民のイ ン フ ルエン ザ定期予防接種費用の無償化

を 行っ た。 ま た、 区施設等に設置し ている AED（ 自動体外式除細動器） については、 地域のコ

ンビエンス ス ト アと 連携し 、 設置場所の大幅な拡充を図った。

 

　 2つ目は、「 社会全体で子ども と 子育てを支える 」 についてである 。

　 ま ず、 子ど も や子育てを支援する 最前線の拠点と し て、 令和6年10月に品川区児童相談所を開

設し た。 ま た、 各家庭が負担し ている 学用品の費用負担軽減のため、 各学校が選定する 補助教材

費について、 都内初の所得制限のない完全無償化を実施し た。

　 保育料の負担軽減については、 所得制限なし の一部助成を認証保育所、 認可外保育施設およ び

企業主導型保育事業に拡大し た。

　 乳児を育てる 家庭への支援と し ての産後ケア事業については、対象者や利用回数等を拡大し た。

ま た、 未就園児の定期預かり 事業については拡充を図り 、 本格実施し た。

　 小学生の子を持つ家庭の負担軽減を図る ため、 すま いる ス ク ールにおける 夏休み期間中の昼食

については、 全37か所で仕出し 弁当の配達サービ ス を利用でき る よ う 体制を整えた。

　 次に、 子ど も の健康づく り についてである が、 子ども のイ ンフ ルエンザ予防接種費用について

は助成対象者を 拡大し た。 ま た、 HPV（ ヒ ト パピ ロ ーマウ イ ルス ） ワ ク チン については、 女性

の接種率向上に向け勧奨を進める と と も に、新たに任意接種である 男性への全額助成を実施し た。

　 さ ら に、 子ども を産み育てたいと 望む方に対し ては、 不妊治療にかかる 区独自の助成制度を新
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設する と と も に、 不妊・ 不育等相談事業を開始し た。

 

　 3つ目は、「 生き づら さ をなく し 住み続けら れる やさ し い社会をつく る 」 についてである 。

　 ま ず、 ひと り 暮ら し の高齢者等の見守り を支える 観点から 、 救急代理通報シス テムのサービ ス

を所得制限なく 無償で提供し た。 ま た、「 聞こ え」 の支援対策と し て、 中等度難聴の高齢者およ

び18歳未満の中等度難聴児の補聴器購入費助成の所得制限を 撤廃し、 18歳未満の障害児の補装

具・ 日常生活用具の購入助成についても 所得制限を撤廃し た。

　 次に、 福祉を支える 人材の確保については、 介護を担う 人材の定着を図る 観点から 区独自の介

護職員・ 介護支援専門員居住支援手当を創設し た。 ま た、 認知症施策については「 あたま の元気

度チェ ッ ク 」 の対象年齢を 75歳から 50歳以上に引き 下げる など 、 早期発見の取組を実施し た。

　 障害等によ り 長時間の就労が難し い方には、 超短時間就労の雇用創出に向け、 就労希望者と 区

内企業と のマッ チン グを 行っ た。 ま た、 令和7年の東京でのデフ リ ン ピ ッ ク 開催に向け、 デフ リ

ンピッ ク 啓発イ ベント 「 デフス ポーツ & アート フ ェ ア 2024」 を開催し た。

　 次に、 子ど も が抱える 課題への支援についてである 。 ま ず、 発達障害等のある 児童への支援を

行う ため、 小学校と 義務教育学校前期課程の全校に発達障害教育支援員を配置し た。

　 不登校対策については、 全校に校内別室指導支援員を配置する と と も に、 不登校になった際の

居場所、 相談機関等の情報を網羅し たポータ ルサイ ト の開設や、 メ タ バース 技術を活用し た不登

校支援を行った。

　 いじ め防止・ 対策強化の取組については、 学校において、 全児童・ 生徒を対象と し た「 いじ め予

防授業」 や、 1人1台配ら れる タ ブレ ッ ト 端末を 活用し た心の健康状態等の調査を 実施する と と

も に、 全教職員を対象に研修を行った。 ま た、 教育委員会ではス ク ールロ イ ヤーの配置などいじ

め事案への体制強化を図り 、 区長部局ではいじ め被害者への弁護士費用の助成を行った。

　 さ ら に、 孤独・ 孤立対策と し ては、 普及啓発イ ベント 「 AWA KENING PORT ～ちいさ なぬく

も り 　 探し てみま せんか～」 を開催し た。 ま た、 ヤングケアラ ー対策では、 配食支援や日本語が

苦手な親の通院など への通訳者の同行、 学習支援やキャ リ ア相談等の支援拡充を図った。

 

　 4つ目は、「 未来に希望の持てる サス テナブルな社会をつく る 」 についてである 。

　 ま ず、 SDGsの推進に向けた取組については、 ウ ェ ルビ ーイ ング・ SDGs推進ファ ンド を創設し 、

ウ ェ ルビ ーイ ン グ・ SDGsに資する 地域課題の解決に向けた事業への助成を 行っ た。 さ ら なる 資

源の有効利用と ごみ減量に向け、 製品プラ ス チッ ク 回収の本格実施を区内全域でス タ ート さ せる

と と も に、 マイ ボト ル用給水機設置助成制度を 創設し 、 使い捨てプラ ス チッ ク の削減を 図った。

ま た、 低炭素型モビ リ ティ の普及を目指し 、 グリ ーンス ロ ーモビ リ ティ の実証運行を行った。

　 次に、 地域経済の活性化についてである 。 中小企業に対し ては、 引き 続き 融資あっせんを行う

と と も に、 販路拡大の促進や人材ス キルアッ プ支援等を行った。 ま た、 女性起業家に対し てはテ

ス ト マーケティ ングの機会を提供し た。 商店街については、 プレ ミ アム付区内共通商品券への経

費の助成およ びキャ ッ シュ レ ス 決済ポイ ント 還元事業を実施し 、 区内経済を後押し し た。

　 次に、 ス ポーツ の力を 生かし たま ちの魅力発信についてである 。 令和7年3月に初めて大井競

馬場をゴールと する 特設コ ース で「 し ながわシティ ラ ン 2025」 を開催し た。 ま た、 友好都市のオ

ーク ラ ンド 市を通じ て、 ニュ ージーラ ンド と のホッ ケー交流事業を実施し た。

　 町会・ 自治会に対する 支援については、 NPOなど の団体と 協働し て行う 取組への後押し と し て

地域力連携促進補助金を創設し た。

　 さ ら に、 水辺空間の利活用については、 天王洲、 東京湾コ ース など の舟運事業を実施する こ と

で、 水辺の魅力向上を図った。
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　 令和6年度の決算審査を通じ 、 次のと おり 意見を述べる 。

 

　 その 1は、 地域の課題に対する 支援体制の強化についてである 。

　 ま ず、 町会・ 自治会への活動支援である 。 活動が低調であったこ と によ り 令和6年度に各種助

成金の申請をし なかった町会・ 自治会4団体のう ち 1町会において、 令和7年度に入り 、 町会長を

公募する など 活動への盛り 返し の動き があった。 町会・ 自治会の活動停止や解散は地域にと って

重大な問題である 。 活動が継続的に行われる よ う 助成金も 含め総合的な支援を実施さ れたい。

　 次に、 防災課が対応する 火災被災者への支援である 。 災害対策職員待機寮は、 低廉な家賃で入

居でき 、 一部は区民住宅を 用途変更し て活用さ れている。 入居職員の防災訓練は年20回実施し 、

出席率は 93％に達し ている 。 ま た、 風水害時には 9回延べ77人が緊急対応に従事し た。 待機寮

職員の迅速な対応能力を生かし 、 火災時の支援体制と し ても 出動を検討さ れたい。

 

　 その 2は、 安全・ 安心なま ちづく り に向けた取組についてである 。

　 ま ず、 高齢者等を見守る 災害時自動安否確認シス テムについては、 現在、 救急代理通報シス テ

ム と 合わせて 普及を 図っ て いる 。 加入数は1,365件であ る が、 区内の 65歳以上のみの世帯は

45,700世帯に上る 。 必要な世帯に広く 行き 渡る よ う 、 効果的な周知に努めら れたい。

　 次に、 避難行動要支援者の支援体制である 。 町会・ 自治会によ る 要支援者の支援体制構築にあ

たっ ては、 諸事情によ り 困難なケース も 見受けら れる 。 避難計画の作成を 区が支援する 際には、

避難行動要支援者に関する 情報共有およ び関係部署・ 機関と の十分な連携に努めら れたい。

　 さ ら に、児童・ 生徒を守る 防犯対策である 。 通学路に設置さ れる 登下校区域防犯カメ ラ は、学校、

PTA、 警察など と 連携し 実施し た点検結果を 踏ま え、 全46校で合計212台を 設置し ている 。 今

後も 事件事故への防犯カメ ラ の抑止効果を 考慮し、 設置位置の改善を 図る など、 引き 続き 児童・

生徒の登下校時における 安全確保に努めら れたい。

 

　 その 3は、 部署間の連携強化と 課題解決についてである 。

　 ま ず、 若者層を対象と し た事業の連携である 。 子ども 育成課の子ど も ・ 若者応援事業「 エール

し ながわ」 は、 社会的自立に困難を抱える 若者の社会参加のため、 相談事業や勉強会、 社会体験

プロ グラ ムを提供し ている 。 一方で、 福祉計画課の孤独・ 孤立対策推進事業である 24時間365日

無料匿名のチャ ッ ト 相談は、 年齢・ 性別問わず誰でも 利用でき る 。 両事業間に重複する 部分を精

査し 、 それぞれ連携し ながら 若者への適切な支援につなげら れたい。

　 次に、 生活保護受給世帯における 夏季の生活必需品である エアコ ンの設置である 。 生活保護の

一時扶助には条件があり 、 全世帯への設置は困難である 。 こ れに対し 、 住宅課が住環境整備の観

点から 新たな取組を開始し た。 具体的には、 住宅確保要配慮者が入居する 物件の家主へのエアコ

ン設置に伴う 協力金の加算である 。 こ の施策によ り 家主の費用負担が軽減さ れ、 当該住宅へのエ

アコ ン設置が普及し ていく 見込みである 。 各課の連携によ る 効果的な課題解決を推進さ れたい。

　 さ ら に、 商店街の装飾灯については、 令和5年度の決算審査の中でも 述べている が、 維持管理

が困難になっている 商店街も ある 。 防犯上の観点から 地域全体へ及ぼす影響は大き いため、 関係

部署によ る 協力体制の下、 課題解決に向けて対応さ れたい。

 

　 その 4は、 新たな事業の今後の展開についてである 。

　 ま ず、 リ チウ ム イ オン電池が原因と さ れる 火災が全国的に発生し ている 昨今、 区では令和6年

9月よ り 国に先行し て、 リ チウ ムイ オン 電池の各戸収集を実施し ている 。 火災を 未然に防ぐ こ の

取組に謝意を表する と と も に、 今後も 継続的な対応に努めら れたい。

　 ま た、 コ ミ ュ ニティ バス については、 令和4年3月よ り 西大井駅～大森駅北口区間の試行運行



― 91 ―

を開始し ており 、 65歳以上の利用者が約5割を占める と いう こ と である 。 今後の事業の方針を判

断する にあたっては、 収支のみに焦点を当てる のではなく 、 移動に困難を抱える 区民の利用環境

にも 配慮し た福祉的視点から の検証も 検討さ れたい。

 

　 次に、 一般会計のう ち特別区民税収について意見を述べる 。

　 特別区民税の収入済額は 551億7,898万円で前年度（ 540億311万円） に比べ2.18％、 11億

7,588万円増加し ている 。 現年課税分の収入率は99.53％で前年度（ 99.37％） に比べ0.16ポイ ン

ト 上昇し 、 滞納繰越分は 60.16％で前年度（ 66.98％） に比べ6.82ポイ ント 低下し ている 。 全体の

収入率は 99.22％と なり 前年度（ 99.13％） に比べ0.09ポイ ン ト 上昇し ている 。 なお、 令和4年度

から の全体の収入率は、 4年度99.19％、 5年度99.13％、 6年度99.22％と 、 主に納付手段の拡充の

効果によ り 依然高い数値を維持し ている （ 表1参照）。

 表1 　 特別区民税の歳入状況

区　 　 　 分
調定額

A （ 円）

構成比

（ ％）

収入済額

B（ 円）

収入率

B ／ A（ ％）

収入未済額

C（ 円）

収入未済率

C ／Ａ（ ％）

令
和
6
年
度

現年課税分 55,182,969,745 99.23 54,920,884,766 99.53 279,254,794 0.51

滞納繰越分 429,014,176 0.77 258,099,145 60.16 147,155,589 34.30

合　 　 計 55,611,983,921 100.00 55,178,983,911 99.22 426,410,383 0.77

令
和
5
年
度

現年課税分 54,067,664,765 99.25 53,727,823,499 99.37 354,855,537 0.66

滞納繰越分 410,981,547 0.75 275,283,216 66.98 112,912,640 27.47

合　 　 計 54,478,646,312 100.00 54,003,106,715 99.13 467,768,177 0.86

　 次に、 特別会計について意見を述べる 。

　 国民健康保険事業会計は、 歳入総額は対前年度6億6,776万円減少し 、 歳出総額も 対前年度7億

944万円減少し たが、 単年度収支においては4,168万円の黒字（ 前年度1億551万円の赤字） と な

っている 。 歳入については、 主な歳入項目のう ち、 国民健康保険料、 国庫支出金が対前年度それ

ぞれ8.9％、 1,283.0％増加し たも のの、 繰入金、 都支出金、 繰越金は対前年度それぞれ18.4％、

2.0％、 23.3％減少し たため、 全体と し て対前年度1.8％の減少と なっている 。

　 一方、 歳出については、 主な歳出項目のう ち、 総務費が対前年度 27.2％増加し たも のの、 保険

給付費、 諸支出金、 国民健康保険事業費納付金が対前年度それぞれ 3.2％、 42.1％、 0.5％減少し

たため、 全体と し て対前年度1.9％の減少と なっている 。

　 令和6年度の保険料の対調定収納率は 86.58％で前年度（ 86.70％） に比べ0.12ポイ ント 低下し

ている 。 こ のう ち現年分は 91.45％で前年度（ 92.41％） に比べ0.96ポイ ント 低下し たも のの、 依

然と し て高い収納率を達成する こ と ができ た。 こ れら は、 特別区民税と 同様に主に納付手段の拡

充によ る と こ ろが大き い。 引き 続き 高い収納率を維持でき る よ う 努めら れたい。

　 後期高齢者医療特別会計は、 歳入総額は対前年度6億9,688万円増加し 、 歳出総額も 対前年度 6

億7,534万円増加し 、 単年度収支においては2,154万円の黒字（ 前年度2,758万円の赤字） と なっ

ている 。 歳入については、 繰越金、 諸収入が対前年度それぞれ41.9％、 0.7％減少し ている が、 後

期高齢者医療保険料、 繰入金が対前年度それぞれ 9.6％、 5.1％増加し 、 全体と し て対前年度 7.0％

の増加と なっている 。

　 一方、 歳出については、 支出総額の 93.5％を 占める 分担金及び負担金が対前年度6.6％増加し 、

全体と し て 6.8％の増加と なっている 。

　 令和6年度の保険料の対調定収入率（ 還付未済額を除く 。） は 98.06％で前年度（ 98.02％） に比
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べ0.04ポイ ント 上昇し ている 。 今後も 、 口座振替の促進等によ り さ ら なる 収納率の向上に努めら

れたい。

　 介護保険特別会計は、 歳入総額は対前年度5億6,459万円増加し 、 歳出総額も 対前年度1,485万

円増加し 、 単年度収支においては 5億4,974万円の黒字（ 前年度4億1,580万円の赤字） と なっ て

いる 。 歳入については、 主な歳入項目のう ち繰越金、 国庫支出金が対前年度それぞれ34.2％、 1.8

％減少し ている が、 保険料、 支払基金交付金、 繰入金が対前年度それぞれ 12.6％、 2.6％、 2.8％

増加し 、 全体と し て対前年度2.0％の増加と なっている 。

　 一方、歳出については、基金積立金、総務費が対前年度それぞれ49.7％、11.3％減少し ている が、

保険給付費、 地域支援事業費が対前年度それぞれ 1.2％、 7.1％増加し 、 全体と し て 0.1％の増加と

なっている 。

　 令和6年度の保険料の対調定収入率（ 還付未済額を除く 。） は 96.84％で前年度（ 96.31％） に比

べ0.53ポイ ント 上昇し ている 。 今後も 、 口座振替の促進等によ り さ ら なる 収納率の向上に努めら

れたい。

　 災害復旧特別会計は、 歳入総額、 歳出総額それぞれ対前年度4,490万円減少し ている 。

　 平成29年度に創設さ れた同会計は、 令和6年7月21日およ び同年8月21日の大雨に伴う 対応

なら びに同年8月16日の台風に伴う 対応と し て、 令和元年度、 令和5年度に続き 3度目の執行が

なさ れた。 災害時における 弾力的かつ迅速な執行に努めら れたい。

 

　 以上、 令和6年度決算における 事業の執行状況についての総括意見を 述べた。 令和6年度は、

特別区税が前年度の 576億円を 11億円（ 1.9％） 上回る 等歳入は堅調に推移し た。 雇用・ 所得環境

の改善等の効果によ り 、 景気は緩やかに回復し ている 一方で、 止ま ら ない物価上昇、 米国の通商

政策およ び金融資本市場の変動等の影響によ り 先行き に不透明感がみら れる など、 区政を取り 巻

く 環境は依然と し て予断を許さ ない状況にある 。 今後も 特別区民税や都区財政調整交付金の動向

を見据えた慎重な行財政運営が求めら れる 。

 

　 こ こ で、 契約事務およ び事務事業の執行について意見を述べる 。

　 契約事務については概ね適切に運用がなさ れている と 認識し ている も のの、 決算審査ヒ アリ ン

グの過程で都市ブラ ンディ ング推進事業における 契約変更や包括連携協定等において、 契約の機

会均等の原則の観点から 懸念さ れる 事例が見ら れた。 も と よ り 、 地方公共団体の契約に求めら れ

る 基本原則である 公正性、 経済性およ び適正履行の確保を十分に踏ま え、 よ り 慎重な契約事務の

遂行に努めら れたい。 ま た、 事務事業の執行にあたっては、 法令遵守の観点から 、 具体的な事業

計画や執行の枠組みについて事前確認を徹底し 構築する こ と が肝要である 。 将来的な問題発生の

リ ス ク を最小限に抑制し 、 円滑かつ効果的な事務事業の執行にあたら れたい。

 

　 品川区総合実施計画（ 第2次）（ 令和7年4月策定） に示さ れた人口推計によ る と 、 本区の生産

年齢人口（ 15 ～ 64歳） は、令和17（ 2035） 年にピ ーク を迎えた後、減少に転じ る 見通し である 。

こ の予測は、 本区が近い将来において、 財政上重大な転換点に直面する 可能性がある こ と を示唆

し ている 。 こ のよ う な人口動向の変化が予測さ れる 中、 令和6年度の当初予算は初めて 2千億円

の大台を超え、 過去最大規模と なった。 さ ら に、 令和7年度においても 前年度を 上回る 予算が編

成さ れている 。

　「 入る を量り て出ずる を制す」。 歳入の伸長が顕著な今だから こ そ、 財政規律の重要性をし っか

り と 認識し 、 決し て気を緩める こ と なく 、 将来を見据え長期的視野に立った持続性のある 行財政

基盤の確立に注力さ れたい。 今後と も 真摯な取組を継続さ れる こ と を切に期待する 。
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２ 　 個別意見

（ 1 ）　 主要決算数値およ び指標について

　 令和6年度普通会計（ 決算統計） の決算状況について、 主な決算数値およ び指標は次のと おり

である ｡

　 歳入総額2,160億2,340万円、 歳出総額2,092億7,883万円で、 形式収支は67億4,457万円（ 対前

年度5.8％の増） の黒字と なっており 、 翌年度へ繰り 越すべき 財源1億3,811万円を 差し 引いた実

質収支は 66億646万円の黒字（ 対前年度12.1％の増） と なっている 。 ま た、 単年度収支（ 当年度

実質収支－前年度実質収支） は 7億1,226万円の黒字、 それに財政調整基金積立金を 加えた実質

単年度収支は 12億9,682万円の黒字と なっている ｡

表2 　 普通会計決算状況

区　 　 　 　 　 分 令和 6 年度 令和 5 年度 増減額 増減率

千円 千円 千円 ％

歳 入 総 額 Ａ 216,023,395 200,169,797 15,853,598 7.9

歳 出 総 額 Ｂ 209,278,826 193,796,055 15,482,771 8.0

形 式 収 支（ Ａ － Ｂ ） Ｃ 6,744,569 6,373,742 370,827 5.8

翌年度へ繰り 越すべき 財源　 Ｄ 138,113 479,549 △ 341,436 △ 71.2

実 質 収 支（ Ｃ － Ｄ ）　 Ｅ 6,606,456 5,894,193 712,263 12.1

単 年 度 収 支 　 Ｆ 712,263 △ 366,588 1,078,851

財 政 調 整 基 金 積 立 金　 Ｇ 584,558 922,731 △ 338,173 △ 36.6

繰 上 償 還 金 　 Ｈ 0 0 0 －

財 政 調 整 基 金 取 崩 額　 Ｉ 0 0 0 －

実質単年度収支（ F+ G+ H－I） Ｊ 1,296,821 556,143 740,678

基 準 財 政 需 要 額 110,826,231 103,191,793 7,634,438 7.4

基 準 財 政 収 入 額 63,847,136 61,209,420 2,637,716 4.3

標 準 財 政 規 模 121,692,885 113,402,767 8,290,118 7.3
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　 財政運営の状況を判断する 指標と さ れる 実質収支比率は 5.4％で、 前年度（ 5.2% ） に比べ0.2ポ

イ ン ト 上昇し ている 。 こ れは、 一般財源のう ち都区財政調整交付金の増（ 約57億円） 等によ り

実質収支額が増加し たこ と によ る も のである （ 93頁、 表2参照）。

　 一般的に 3 ～ 5％が望ま し い水準と さ れている が、 23区の平均値（ 6.4％、 速報値） と 比べる

と 1.0ポイ ント 下回っており 、 当該年度の財政規模や経済状況等に影響さ れる と こ ろが大き い。

図１ 　 実質収支比率
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　 財政構造の弾力性を判断する 指標と さ れる 経常収支比率は 78.1％で、 前年度（ 76.8％） に比べ

1.3ポイ ント 上昇し ている 。 こ れは、経常一般財源総額は、都区財政調整交付金の増（ 約50億円）、

地方特例交付金の増（ 約19億円）、 特別区税の増（ 約11億円）、 株式譲渡所得割交付金の増（ 約

10億円）、 地方消費税交付金の増（ 約6億円） 等によ り 約102億円増加し たが、 経常的経費充当

一般財源においても 、 物件費の増（ 約41億円）、 人件費の増（ 約40億円）、 補助費等の増（ 約8

億円）、 繰出金の増（ 約4億円） 等によ り 、 約95億円増加し たためである 。

　 23区の平均値（ 77.7％、 速報値） と 比べる と 0.4ポイ ント 上回っている ｡

図２ 　 経常収支比率
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　 経常収支比率と 同様に、 財政構造の弾力性を判断する 指標と さ れる 公債費負担比率は 0.8％で、　

前年度と 同率である 。

図３ 　 公債費負担比率
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　 歳出総額に占める 人件費の割合を 示す人件費比率は 13.7％で、 前年度（ 12.8％） に比べ0.9ポ

イ ン ト 上昇し ている 。 こ れは、 23区の平均値（ 14.1％、 速報値） と 比べる と 0.4ポイ ン ト 下回っ

ている 。

　 ま た、人件費の経常収支比率は 20.6％で、前年度（ 19.0％） に比べ1.6ポイ ント 上昇し ている （ 図

4・ 97頁、 表3参照）｡

　 平成23年度以降マイ ナス であった自主財源人員（ いわゆる 財調過員） は、 令和3年度以降プラ

ス になっている （ 97頁、 表4参照）｡

図４ 　 人件費比率
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表３ 　 人件費の経常収支比率の推移

区　 　 　 　 　 分 令和 6 年度 令和 5 年度 令和 4 年度 令和 3 年度 令和 2 年度

％ ％ ％ ％ ％

品 川 区 20.6 19.0 19.8 20.0 21.3

2 3 区 平 均 － 19.3 20.6 21.8 23.3

　

　
 表４ 　 職員数の状況

各年度 10 月 1 日現在

区　 　 　 　 　 分 令和 6 年度 令和 5 年度 令和 4 年度 令和 3 年度 令和 2 年度

人 人 人 人 人

職 　 員 　 数
2,724 2,650 2,632 2,626 2,598

（ 104.8 ）（ 102.0 ）（ 101.3 ） （ 101.1 ） （ 100.0 ）

対 前 年 度 増 減 74 18 6 28 33

財 調 対 象 人 員
2,630 2,527 2,549 2,606 2,605

（ 101.0 ）（ 97.0 ）（ 97.9 ） （ 100.0 ） （ 100.0 ）

自 主 財 源 人 員
94 123 83 20 △ 7

（ △ 1342.9 ）（ △ 1757.1 ）（ △ 1185.7 ） （ △ 285.7 ） （ 100.0 ）

注１ 　（ 　 ）　 内の数値は令和 2 年度を 100 と し た指数である 。

　  2　 職員数＝現員－国民健康保険事業分、 後期高齢者医療事業分（ 令和 6 年度はそれぞれ 56 人、 13 人）。

　  3　 職員数は介護保険事業分を 含む ( 令和 6 年度は 21 人）。

　  4　 財調対象人員は国民健康保険事業分、 後期高齢者医療事業分を 除く （ 令和 6 年度はそれぞれ 40 人、 9 人）。

　 以上、 令和6年度普通会計の決算に見ら れる 主な決算数値およ び指標は、 いずれも 適正な水準

を維持し ている と 言える 。
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